
平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

二

八

八

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
八
八
号

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

岡

田

克

也

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
平
井
た
く
や
君
提
出
地
方
公
務
員
の
政
治
的
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
平
井
た
く
や
君
提
出
地
方
公
務
員
の
政
治
的
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
六
条
の
地
方
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
に
つ
い

て
は
、
同
法
制
定
時
の
提
案
理
由
説
明
に
お
い
て
、
「
職
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
の
違
反
に
対
し
て
は
、
懲
戒
処
分
に
よ

り
地
方
公
務
員
た
る
地
位
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
る
」
と
の
見
地
か
ら
罰
則
を
付
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
政
府
提
出
の
同
法
案
に
お
い
て
は
、
職
員
に
政
治
的
行
為
を
行
う
よ
う
唆
し
た
者
等
に
つ
い
て
罰
則
が
付
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
、
国
会
審
議
に
お
い
て
罰
則
は
付
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
法
は

地
方
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
に
つ
い
て
は
罰
則
を
付
す
べ
き
で
な
い
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
条
例
で
罰
則
を

設
け
る
こ
と
は
、
法
律
に
違
反
し
、
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
第
三
十
六
条
は
、
職
員
が
そ
の
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
区
域
等
（
以
下
「
区
域
等
」
と
い
う
。
）
の
外

に
お
い
て
政
治
的
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
一
部
の
政
治
的
行
為
を
除
い
て
制
限
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
国

会
審
議
に
お
い
て
、
区
域
等
の
内
外
を
問
わ
ず
職
員
の
政
治
的
行
為
を
制
限
す
る
と
し
て
い
た
政
府
提
出
の
同
法
案
が
「
多

一



少
行
過
ぎ
」
で
あ
る
等
と
の
見
地
か
ら
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
条
は
区
域
等
の
外
に

お
け
る
職
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
は
設
け
る
べ
き
で
な
い
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
条
例
で
区
域
等
の
外
に
お
け
る

職
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
法
律
に
違
反
し
、
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

二
に
つ
い
て

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
十
八
条
の
教
育
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
に
つ
い
て
は
、

昭
和
二
十
九
年
の
同
法
改
正
時
の
政
府
提
出
の
改
正
法
案
に
お
い
て
は
罰
則
を
付
す
こ
と
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
国
会
審
議

に
お
い
て
、
制
限
を
「
必
要
な
最
小
限
度
」
の
も
の
と
し
、
違
反
に
つ
い
て
は
「
教
育
行
政
の
手
に
よ
っ
て
こ
れ
を
矯
正
す

る
」
と
の
見
地
か
ら
罰
則
は
付
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
法
は
教
育
公
務
員

の
政
治
的
行
為
の
制
限
に
つ
い
て
は
罰
則
を
付
す
べ
き
で
な
い
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
条
例
で
罰
則
を
設
け
る
こ
と

は
、
法
律
に
違
反
し
、
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
は
、
そ
の
制
定
当
時
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
に
規
定
す
る
公
営
企
業
に
従
事

す
る
職
員
（
以
下
「
企
業
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
単
純
労
務
職
員
」
と
い
う

二



。
）
の
身
分
取
扱
い
に
つ
い
て
、
別
の
法
律
に
よ
り
定
め
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
制
定
さ
れ
た
地
方
公

営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
及
び
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
が
そ
れ
ぞ
れ
、
一
部
の
職
員
を
除
き
、
企
業
職
員
及
び
単
純
労
務
職
員
に
つ
い
て
地
方
公
務
員

法
第
三
十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
は

政
治
的
行
為
の
制
限
を
行
わ
な
い
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
条
例
で
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
法
律
に
違
反
し
、
許
容

さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三


